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前号に続き、「経営を構成する８要素」のうち最も重要なウエイト（５３．３％）を占める「営業関連」の前

に、何を（商品、製品、サービス、技術）売る、提供するのかが定まらないと話は始まりません。 

事業をする経営者がこれを考えないでは先ず事業になりませんが、常にいろいろ研究をして新しい「もの」

を生み出しているように見えながら、苦労の割に全てが成功しているとは言えず、むしろ一進一退を続ける 

企業が多いのではないでしょうか。その結果、時代や顧客の要請に応ずることが叶わず、結果として事業の 

低迷を余儀なくされることになります。 

そこで顧客が何を望んでいるのか、もっと良いものが安く出来ないか、新しい材料はないかなど、無限な 

はずの課題を工夫改善するために役立つのが皆様ご存知の「オズボーンの法則」です。 

（１）他に使い途はないか  

①現在のままで ②廃物（副成品）の使い途は ③少し変えて 

（２）他のアイデアを利用できないか  

①これに似たものはないか ②何かまねはできないか ③過去に似た物はなかったか 

（３）大きくしたらどうか  

①何かつけ加えたら ②もっと時間をかけたら ③もっと回数をふやしたら ④長くしたら ⑤薄く伸ばし

たら ⑥他の価値をつけ加えたら ⑦ダブらせたら ⑧カケ合わせたら（２倍にしたら） ⑨大げさにした

ら ⑩太くしたら ⑪強くしたら ⑫頻度を増したら ⑬高くしたら 

（４）入れかえたらどうか  

①順序をかえたら ②要素を入れかえたら ③原因と結果を入れかえたら ④ペースをかえたら ⑤工夫を

かえたら ⑥手順をかえたら 

（５）小さくしたらどうか  

①何か取り除いたら ②圧縮したら（凝縮）③小型にしたら ④低くしたら ⑤短くしたら ⑥軽くしたら 

⑦分割したら ⑧弱くしたら ⑨簡単にしたら ⑩もっと少なくしたら ⑪省縮したら ⑫半分にしたら 

（６）他のものにしたら  

①他のものを代わりにしたら ②他の要素にしたら ③他の原料、材料、成分にしたら ④他の方法にした

ら ⑤他の味、臭、色、音にしたら ⑥他の製法にしたら 

（７）反対にしたらどうか  

①裏返しにしたら ②逆にしたら 

（８）組み合わせたらどうか  

①原料、材料、成分を組み合わせたら ②機能を組み合わせたら ③目的を組み合わせたら ④味、匂い、

色、音を組み合わせたら ⑤他のアイデアを組み合わせたら               （以下次号） 



 

☆配偶者控除、扶養控除、配偶者特別控除の注意点 

 配偶者控除、扶養控除、配偶者特別控除に関しては、年末調整の対象となる本人様の所得金額ではなく、

配偶者、扶養親族の合計所得金額（※）が重要となります。 

その配偶者、扶養親族の合計所得金額は給与所得者の扶養控除等（異動）申告書や給与所得者の配偶者

特別控除申告書への所得金額の記載が必要となりますので記入漏れがないようご注意下さい。また、配偶

者や親族が青色事業専従者として給与の支払いを受けている場合や白色事業専従者に該当する場合には

配偶者控除、扶養控除及び配偶者特別控除の適用を受けることができません。 

 ※合計所得金額（収入金額ではありません） 

  次の①と②の合計額に、退職所得金額、山林所得金額を加算した金額です。 

 (注)申告分離課税の所得がある場合にはそれらの特別控除前の所得金額の合計額を加算した金額です。 

  ①事業所得、不動産所得、利子所得、給与所得、総合課税の配当所得・短期譲渡所得及び雑所得の 

合計額（損益通算後の金額） 

  ②総合課税の長期譲渡所得と一時所得の合計額（損益通算後の金額）の 2 分の 1 の金額 

 

☆配偶者控除・扶養控除の場合 

 パートやアルバイトによる収入金額のみである場合には、その収入金額が１０３万円を超えるような 

場合には合計所得金額が３８万円を超えるため配偶者控除及び扶養控除の適用を受けることができませ

んのでご注意ください。 

 また、年金収入のみである場合には、その年金収入が６５歳未満であれば１０８万円、６５歳以上の 

場合は１５８万円を超える場合には合計所得金額が３８万円を超えるため配偶者控除、扶養控除の適用を

受けることができません。 

 

☆配偶者特別控除の場合 

 パートやアルバイトによる収入金額のみである場合には、その収入金額が１０３万円以下の時（配偶者

控除が適用できます。）又は１４１万円以上の時は配偶者特別控除の適用は受けることができませんので

ご注意ください。 

 

◎配偶者控除・配偶者特別控除の注意点 

 対象となる配偶者は婚姻の届出をしている配偶者をいい、内縁関係は含まれません。 

                                     （記事担当：松浦） 
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年末調整に向けて 



 

当事務所のお客様である『株式会社睦商興』様が、姫路市網干にある直売店で、今シーズンの牡蠣の 

販売を開始されています。網干の牡蠣は、海流の早いプランクトンの豊富な海域で育っている為、身が 

大きく、加熱しても縮まず、濃厚な味わいがあるそうです。 

『むつみしょっぷ』ＨＰでのネット販売も行っておられますが、直売店での購入なら定価よりも安価で

購入でき、焼き牡蠣コーナーもあるため、新鮮な牡蠣をその場で頂くこともできます。（１１：００～ 

１５：００、席代５００円／人、２６席、前日までに要予約。） 

今年の牡蠣は身も大ぶりで非常にいい出来だそうです。さまざまな栄養素が多量に含まれるため、 

「海のミルク」とも呼ばれる牡蠣。新鮮でかつお得な直売店へぜひお越し下さい。 

 

 

お客様 

情報 

お客様 
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新鮮、プリプリの牡蠣はいかがですか？ 

場  所  兵庫県姫路市網干区興浜２０９３－１３３（網干漁港内） 

電話番号  ０９０－７３５８－９００２ 

営業時間  ＡＭ９：００ ～ ＰＭ５：００ 

定 休 日  不定休（事前にお電話にてご確認下さい） 

※作業中の場合電話に出られない事がありますのでご了承下さい 

詳しくはむつみしょっぷＨＰへ（http://mutsumi-shop.ocnk.net/）（価格設定は異なります） 

農林水産祭・内閣総理大臣賞を受賞されました！ 

ヤマサ蒲鉾株式会社 様 

 『ヤマサ蒲鉾株式会社』様が、『鱧皮かまぼこ』で、農業コンクールの最高峰と言われる「平成２５年

度農林水産祭・内閣総理大臣賞」を受賞されました。 

 『鱧皮かまぼこ』は、播磨灘などで捕れた体長約１ｍ、重さ約２㎏のハモを丸ごと一匹材料にして、 

全て手作業で作られています。ハモは大変小骨が多い魚で、１本ずつ丁寧に手で取り除かなければならな

いため、現在作れる職人さんは数人しかおらず、数量限定で販売されています。ＴＢＳ系列「がっちりマ

ンデー！！」でもその製作の様子が放送されましたので、ご覧になった方もいらっしゃるかもしれません。 

１枚のお値段は３,１５０円。ハモ自体が高級魚である上に、大変な手間がかかっていることを思えば 

安い買い物ではないでしょうか。贈答用としても大変喜ばれそうです。 

受賞理由として「『付加価値のある商品作り』、『消費者への訴求力』で業界全体の商品開発に大きな 

インパクトを与えるものといえる」とのこと。業種問わずこのような商品開発の姿勢、参考にするべき点

が大いにあるのではないでしょうか。 

株式会社睦商興 様 

＼(^o^)／ 

http://mutsumi-shop.ocnk.net/

